
令和２年（ネ）第７６号　安保法制違憲・国賠請求控訴事件

安保法制違憲国賠訴訟控訴審第３回期日

報 告 集 会 プ ロ グ ラ ム

2021 年７月５日（月）13:30 ～ 16:00

１あ　い　さ　つ  代理人弁護士　福　田　　護

２裁　判　の　報　告 代理人弁護士　杉　浦　ひとみ

 代理人弁護士　棚　橋　桂　介

＜経過＞

１０：００～　裁判所前アピール行動

１１：００～　第 3 回口頭弁論　１０１号法廷 開廷

１２：００～　記者会見

１３：３０～　報告集会

１５：００～　原告集会

※これからの裁判（東京高裁）
差止訴訟控訴審裁判第２回期日　９月１０日 ( 金 )15：00　【101 号法廷】
群馬控訴審　　　　第 1 回期日　７月２０日 ( 火 )15：00 【817 号法廷】
国賠訴訟控訴審裁判 第４回期日１０月　１日 ( 金 ) 11：00　【101 号法廷】
山梨控訴審　　　　第 1 回期日１１月　５日 ( 金） 詳細未定
差止訴訟控訴審裁判第３回期日１１月３０日 ( 火 )14：00　【101 号法廷】
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ＤＶＤ「戦場から見た憲法９条」について

控訴人ら訴訟代理人　杉　浦　ひ と み

１　はじめに

この書面は、フリージャーナリストの西谷文和さんが取
材編集された映像を資料に、戦争を知らない私たちが、書
面だけでは理解すること、想像することの難しい戦争の実
態を伝え、私たちのおかれた立場を考えるものです。

２０１５年の安保法制法によって、自国が攻められてい
なくても同盟国アメリカの戦争に加担することを拒否でき
ない立場になりました。そのアメリカは２１世紀に入って、
２００１年からアフガン戦争、０３年からイラク戦争を始
めました。アメリカは、どれほど熟慮してこれらの戦争を
始めたのでしょう。そして、戦火の下ではどのようなこと
が起きているのでしょうか。始まった戦争は、その継続の
必要性を慎重に考えられているのでしょうか。０１年に始
まったアフガン戦争は、バイデン大統領が今年の９月１１
日に米軍を撤退させると決めましたが、実に２０年に及ん
でいます。現地で被害を受けた人びと、出兵させられた若
者、アメリカに協力したアフガンの人々数万人を生みまし
た。そして現地の政情や治安はどうなったのでしょうか。

この事態を、現実のものとして、鳥瞰的に、立体的に掴
まなければ、本件裁判の本当の姿は見えてきません。この
裁判が向き合っているのは、まさに今動いている現実の中
で、国の運命を左右することになる歴史的に大きな岐路に
ある事件なのです。

以下、「戦場からみた憲法９条」の映像が示す事実を追
います。

２　戦争を続けるアメリカ

（１）９．１１
２００１年に始まったアフガニスタン戦争は、「９．

１１アメリカ同時多発テロ」に始まりました。爆弾代わ
りに航空機を使い数万人の市民が出入りしている超高
層ビルを一挙に崩壊させた事件は、世界を震撼させまし
た。当時のアメリカのブッシュ大統領は、「これは単な
るテロを超えた戦争だ。」と報復を宣言し、「各国はテロ
側につくか、アメリカの側につくのかどちらかだ」と世
界各国に、テロとの戦

いに対する態度を明らかにせよと迫りました。そして、
実行犯とされたオサマ・ビン・ラディンとその組織アル
カイダをかくまっているとして、１ヶ月後にはアフガニ
スタンに空爆を行いました。

ところで、９．１１テロは、国による武力攻撃ではな

かったので、自衛権の発動が許される場合には当たら
ず、本来、個別の刑事事件として容疑者を特定し、逮捕
し、法による裁きにかけるべきものでした。しかしなが
ら、かつてない規模の凶悪な犯罪行為に、世界中が、ど
んな反撃も許されるという集団催眠状態に陥り、結果、
個別的・集団的自衛の権利を認めるという国連安保理決
議（１３６８）が出されたのでした。世界の警察を標榜
するアメリカは冷静であるべきなのに、いち早く戦いを
宣言したのでした。

（２）ところで、アフガン空爆は、首謀者を匿っているとの
理由で行われたのですが、１０年後の２０１１年５月、
パキスタンでビン・ラディンの殺害が確認されました。
しかし、その後もアフガニスタンではアメリカ、連合軍
の戦闘は更に１０年続いたのです。

（３）犠牲になる子どもたち
アフガニスタン第２の都市、激戦地のカンダハル唯一

の大病院には、連日、戦争被害者がかつぎこまれます。
遊牧民のテントが夜に爆撃され大やけどを負った少女は
痛みと不安に「神様」と震えます。「自宅前で遊んでいた
らＩＳＡＦ軍（治安維持のため国連が認めた支援軍）の
ロケット弾が飛び込んできた」という少年。また、道路
脇で薪を集めていただけで撃たれた遊牧民の少年がいま
した。アフガニスタンの地方ではガスも電気もなく、昼
のうちに薪を拾っておかないと寒い夜に凍死してしまう
恐れがあります。そこで少年たちは薪を拾いに行くので
すが、これを米軍から見たら、『道路脇に爆弾を仕掛けて
いるタリバン兵』にも見えます。だから疑わしきは銃撃
なのです。」と西谷氏は現地の状況を説明します。

９．１１自爆テロ

ブッシュ発言
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（４）都市の様子
空港に向かう幹線道路は、ISAF 軍を狙ってテロが頻

発するので「仕掛爆弾通り」と呼ばれていました。大
きなトラックには、自爆テロから空港を守るコンクリー
ト壁がいくつも積まれていました。発生していた渋滞
は、米・カナダ合同軍が道路を遮断していたのですが、

「やっている米兵も恐ろしいだろう」と、西谷氏が漏ら
します。首都カブールの繁華街ではデパート入り口が
崩れています。米軍に協力した富裕層を標的とした自
爆テロです。

アフガニスタンでは治安維持権限は２０１４年にア
メリカ軍からアフガン軍に移譲され、主にアフガン軍
とタリバンの戦い　つまり、アフガン人同士の戦争に
なってさらに泥沼化していきました。

約３千人が死亡２万５千人が負傷したといわれる
９．１１テロ、その報復として行われたアフガン戦争
は、国連によれば、２０年にわたり流血の紛争が続き、
ここ１０年ほどの間に戦闘により死傷した民間人が
１０万人以上に上ったと報告されています。

（５）アフガニスタンに兵を送らなかった日本に感謝する
タリバン元外相

西谷氏は、元タリバンの外務大臣のムタワッキル氏を
訪問しました。

西谷「自爆テロについて（自殺を禁じている）イス
ラム教の教えに背くのではないですか」

ムタワッキル「この戦争はバランスを欠いている。
米軍・ISAF 軍は最新兵器で武装し、タリバン側
は何もないのに、村々が空爆されている。自爆
テロはその報復なのだ。」そして、「日本の神風
特攻隊をまねたのだ」とも語りました。

ムタワッキルは「日本はアフガンに軍隊を送らなかっ
た。私たちはもう何年も戦争と貧困の中にいる。これ
以上の軍隊も殺戮もいらない。だから日本を賞賛する。」

「ただ日本が給油した米軍の戦闘機は町や村を空爆して
いるのだ。」とも指摘します。そして、「日本は国際社
会に影響力を持っているのでぜひ和平交渉の仲介役に
なってほしい。」と。憲法９条を知ってるというムタワッ
キル氏はそう語りました。

２　戦争を繰り返すアメリカの体質～理由のないイラク

戦争

（１）アフガニスタンでの攻撃目標を失った米・英が中心
となって、イラク戦争開戦に踏み切った理由は，「フセ
イン政権と９・１１テロを実行したアルカイダに関係
がある」こと、「イラクに大量破壊兵器がある」ことで
した。アメリカは多国籍軍を結成し、０３年３月、ブッ
シュ大統領が「アメリカならびに多国籍軍はイラクの
武装解除および解放のため、世界を重大な危機から守
るため軍事行動の開始」を発表しました。このときす
でに、バグダッドでは猛烈な空爆が始まっていました。

（２）この戦争には、国連決議は出されませんでした。後
になって、大量破壊兵器はなかったこと、フセインは
アルカイダとつながってもいなかったことがわかった
のです。（２）イラク戦争において日本はアメリカから
の「ブーツ・オン・ザ・グラウンド＝陸上部隊を送れ」
との要請を受け、「イラク人道復興支援特別措置法」を
成立させ、陸上自衛隊を派遣して応えました。それでも、
まだ憲法 9 条により、戦闘行為に踏み込むことを拒否
することができました。しかし、。「自衛隊を撤退させろ」
と３人の日本人が人質にされたのもこのころのことで
す。

旗を渡す石破防衛相

（５）イラクで兵士たちが体験したこと ～派遣された兵士
もまた苦しみます。

ベテランフォーピ－スのメンバーは「イラクでの戦
争では、毎日怖かった。戦争なので極度に危険でした。
最も危険だったのは　武器弾薬を移動させることでし
た。」といいます。戦地からの帰還兵のＰＴＳＤや自殺
はアメリカの大きな社会問題になっています。
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３　南スーダン派兵と戦闘事実の隠蔽は主権者の判断

の前提を奪う

イラク戦争の総括のないまま、日本は２０１２年から
１７年まで自衛隊を南スーダンＰＫＯに派兵しました。
１５年には安保法制法が制定され「駆けつけ警護」「宿営
地共同防護」の任務も課されました。１６年７月、ここで
ＰＫＯ５原則に反する戦闘状態がありました。しかし政府
は、この事実を隠蔽しました。当時の安倍首相や、稲田朋
美防相が「戦闘行為ではない」と強弁する姿は記憶に新し
いでしょう。

の左側トルコビルに反政府軍２００人が、右側空港ビル
に政府軍兵４００人が立てこもり１６年７月８日から３
日間ここで戦闘が行われたのです。自衛隊員の中に帰国
後自殺者と傷病死された方がいたたことも明らかになっ
ています。自衛官は宿営地近くで銃撃戦に巻き込まれ、「部
隊全滅」死を覚悟したとのこと。戦地で何があるかも国
民には知らせないのです。大戦中の大本営発表とどう違
うのでしょうか。国民は、外交的な対処を国に求めるこ
とも、退去を求めることもできないのです。

５　少年の夢を奪う戦争の実態　　　　  

西谷氏は、イラクでひとりの少年と出会いました。９
歳の少年ディア君はひっそりと暮らしていました。通学
途中、米兵に狙撃され、弾は体内で爆発し、現在も５０

４　南スーダンの戦闘

政府が隠す真相を知るために西谷氏は南スーダンの現地
に赴きました。自衛隊の宿営地は、激戦が繰り返されたト
ルコビルの足元にありました。自衛隊宿営地を挟んで、図

「戦闘行為ではない」と稲田防衛相

ディア君の負傷した背中

　ディア君 9才自衛隊宿営地・国連はトルコビル眼下

反政府軍と政府軍が攻撃し合う中間に 

自衛隊の宿営地があった
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もの破片が体内に残っています。歩くことのできない少
年は学校に行かなくなりました。元気な友人の姿を見る
のが耐えられないのです。「将来はサッカー選手になりた
かったんだね？」との通訳の質問に、少年は「うん」と
頷き涙ぐみます。「僕はお医者さんになって、お兄ちゃん
を助けてあげたいんだ！」というディア君の弟の言葉に、
通訳の青年は涙で言葉を伝えられませんでした。戦闘に
よる被害は、国の希望をつなぐ子どもたちの夢を打ち砕
き、家族を悲しませ、恨みと憎しみを人に植え付けます。
戦闘の下では目に見えない不幸と絶望が堆積していくの
です。

６　日本は今どんな状況に立たされているのか

「集団的自衛権の行使を認めた日本は、今後、アフガン、
イラクのような戦争になれば、間違いなく戦争当初から
巻き込まれて、大量に人を殺し、自衛隊も大量に死んで
しまうだろう」と西谷氏はいいます。安保法制法により、
南スーダンＰＫＯでは、「駆け付け警護」「宿営地の共同
防護」の任務を帯びて派遣されましたが、現地に駆けつ
けてみれば、政府軍か反政府軍か、自衛隊員には敵味方
かの判別などできる状態にないこともわかります。自殺
行為です。

日本周辺でも対北朝鮮、対中国との関係で、アメリカは
日本や韓国と共同訓練を行っており、東シナ海、南シナ
海で緊張が高まっていることは、前回の法廷で半田滋証
人が明らかにしたところです。

安保法制法が施行された日本は、戦争をやめられないア
メリカとともに、いつ戦争に巻き込まれてもおかしくな
い状況にあります。

日本はどのような選択をすべきかを、本気で考えなけれ
ばならない状況に立ち至っているのです。「現に今、我が
国が武力攻撃を受けていないから」などと、戦争を他人
事のように放置していてはならないのです。「まだ戦争に
なっていないから大丈夫だ」といえるのは、自ら制御可
能な場合に限ります。安保法制法を作り、アメリカに命
を託したような状態にある日本が、平和国家としての主
体性を取り戻すためには、政治を抑制することのできる
機関が、「制御可能な時期」にこれを止めること必要なの
です。

奇しくも、今、未曾有のコロナ禍の下で、感染拡大の
不可避が科学者らから何度も警告されているにも関わら
ず、オリンピックの開催をとめられない日本政府の姿
と、それに抗うこともできず日一日と引き摺られていく
１億２千万人の国民の現状を目の当たりにするとき、「日
本が毅然とアメリカとの関係に一線を引いて行動制御す
る」ことがどれほど難しいかという現実を思い知らされ
ます。

戦争への突入の日が、どれほど変哲もなく訪れるかは、
昭和史を研究された故半藤一利氏の陳述書（甲B４５号証）
を見ていただけばわかります。そして、一度始まったら、
戦争を終わらせることがどれほど困難であるかも示され
ています。

何十年と続くかもしれない戦争に、子どもや孫、この国
の将来を送り出すのでしょうか。止める責任と止める力
のある司法は、「覚悟」を持ってこの現状を見過ごすので
しょうか。

半田証言と「国のかたち」の変容について

控訴人ら訴訟代理人　　棚　橋　桂　介

控訴人ら代理人の棚橋から、半田証人の尋問の結果を踏
まえ、半田証言と「国のかたち」の変容について述べた
控訴人準備書面⑸の内容をご説明申し上げます。

尋 問 後 に 提 出 さ れ た 半 田 証 人 の 補 充 陳 述 書（ 甲 Ｂ
１１５）についても触れます。

半田証人は、最初に、新安保法制の成立過程の根本に
アーミテージレポートが存在し、アーミテージレポート
の内容を受けて７・１閣議決定がなされ、さらに新安保
法制法の内容を先取りする新ガイドラインが作られ、そ
の後それに合わせて新安保法制法が作られ、これらを踏
まえて３０大綱・３０中期防で自衛隊の性格や装備の変
更がもたらされたという流れを明らかにしました。そし
て、自衛隊の性格や我が国の防衛のあり方、ひいては「国
のかたち」が大きく変化したと指摘し、その最大の原因・
要因は、新安保法制ができたことであると述べました。
自衛隊の性格が、専守防衛の下での必要最小限度の実力
として、専守防衛にふさわしい武器を持ち、それに見合っ
た訓練を行うというものから、武器が長射程化し、活動
範囲もインド洋や南シナ海といった日本防衛とはおよそ
関係のない地域にまで広がり、米軍のほぼ全面的な支援
ができるようになり、場合によっては米軍と共に戦う組
織に変わってしまったこと、こうしたことを現実に可能
にしたのが新安保法制法という法律だったことを指摘し
たのです。

さらに、半田証人は、新安保法制の構造的な危険につい
て明らかにしました。

第１に、新安保法制法が集団的自衛権の行使を可能にし
たことによって、我が国が戦争状態となる場面が増大し
ました。新安保法制の前は、我が国に対する外国からの
直接の武力攻撃がなければ我が国が戦争になることはな
かったけれども、新安保法制により集団的自衛権が解禁
されたことによって、我が国は、積極的に他国間の戦争
に武力で介入していくことになったのであり、我が国が
戦争状態になる可能性や場面が増大したことは明らかで
す。さらに、集団的自衛権が発動された場合、米軍と自
衛隊が戦域を分けて戦うことになりますが、自衛隊だけ
が撤収してしまうとその戦域に空白が生まれて米軍に大
きな危険が生じるため、日本は撤収の判断を主体的にで
きないことになります。

第２に、後方支援については、自衛隊が米国の支援を地
球規模で行うことになり、戦闘地域であっても現に戦闘
行為が行われている現場でなければ米軍の軍事活動と一
体化した活動を行うということですから、米軍と共に自
衛隊が武力攻撃を受ける可能性や場面が増大したことが
明らかです。新安保法制は、後方支援として弾薬の提供
等を可能としましたが、こうした輸送や補給がなければ
戦闘正面で戦う米軍は戦闘を続けることはできなくなる
ので、我が国が途中でこの輸送や補給をやめて撤収をす
るという判断は事実上できません。

第３に、武器等防護についても、平時から、自衛隊が米
軍の艦船や航空機の防護を行い、いざというときは米軍
を守る、より正確には、米軍を攻撃してきた他国軍隊を
攻撃するために自衛隊の武器を使用することになるので
すから、これも日本と米国が地球規模で共同して軍事行
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動ができる仕組みの一環であるとともに、自衛隊が武力攻
撃を受ける可能性や場面が増大したことが明らかです。

なお、半田証人は、米国が武力攻撃を受け米国から我が
国に要請があったときに、我が国が存立危機事態に当たら
ないとの判断をして集団的自衛権を行使しないということ
は、そもそも米軍の軍事行動を支援するために新ガイドラ
インが改定されたことや国会答弁に照らせばおよそ考えら
れないことも明らかにしました。

続けて、半田証人は、このように新安保法制法により自
衛隊の任務が急激かつ大幅に拡大されたことで、「専守防
衛」や、自衛隊が憲法９条２項で保持を禁止された戦力に
当たらないとするための「必要最小限度の実力」という概
念にも不連続的変化が生じ、それが自衛隊の装備、訓練及
び行動の変容を生じさせていることを明らかにしました。

細かい内容は割愛しますが、自衛隊の装備については、
護衛艦「いずも」及び「かが」の空母化及び米軍のプラッ
トホームとしての利用、Ｆ３５Ｂの導入と「いずも」「か
が」への搭載、中国本土をも射程圏内に収める長射程ミサ
イル（スタンド・オフ・ミサイル）の導入、衛星コンステ
レーションとＩＡＭＤ構想への参加といった変化が生じて
います。半田証人は、このような装備の面から見ても、自
衛隊と米軍が一体となって相互運用を行い、遠くの敵基地
を攻撃するところまで事態が進んでいること、これらの装
備の増強が、従来の政府見解が自衛のための必要最小限度
を超えるため保有が許されないとしていた壊滅的打撃を与
える攻撃型兵器と同様の能力を獲得することを意味するも
のであることを証言しました。

新安保法制がもたらした自衛隊の訓練の変容としては、
マラバール及びインド太平洋方面派遣訓練において、自衛
隊がインド洋や南シナ海で中国の潜水艦との戦闘を想定し
た実戦の訓練を行っていることが明らかにされました。同
時に、こうした訓練は単なる教育や練習ではなく、敵国の
潜水艦に見立てるために海上自衛隊の潜水艦を同行させて
いること、潜水艦を探知するには潜水艦のスクリューが出
す微弱な音を捉えてその位置を特定して攻撃する以外に方
法がなく、音の伝わり方は海の潮流、海水温、濃度によっ
て全く違うので、戦闘が予想される海域でどのような音の
伝わり方をするかを確かめるためには実際に潜水艦を派遣
して発見をする必要があること、南シナ海に位置する海南
島が中国海軍の潜水艦の一大拠点になっており、南シナ海
で海上自衛隊が対潜水艦戦の訓練を行うということは明ら
かに中国の潜水艦と戦う前提であるということについて
も、半田証人は明快に証言しました。合わせて、海上自衛
隊のホームページには、自衛隊が南シナ海やインド洋と
いった地域の平和と安定への貢献ないし寄与という文言が
記載され、自衛隊の役割がいつの間にかそこまで拡大され
ていることの指摘もなされました。

そして、自衛隊の行動の変容としては、既に実行されて
いる武器等防護について、横に飛んでいくミサイルを自衛
隊が発見してもこれを撃ち落とすことは現在の軍事技術で
は不可能であり、米軍の艦艇や爆撃機が第１撃を受けた後
にそのミサイルを発射してきた相手に対して自衛隊が反擊
をするというのが武器等防護の現実であり、特に艦艇の防
護については、他国の潜水艦のスクリュー音を探知できる
ようにするため、洋上で共同行動をとる日米の艦艇は例外
なく約１５ないし２０キロメートル離れて航行するのであ
り、自衛隊の艦艇を狙ったのに間違って１５キロメートル
先の米艦艇に当たったなどということはまずあり得ないの

に、自衛隊の艦艇は、そのように相当に離れた米艦艇を防
護するといって、米艦艇に攻撃を仕掛けてきた相手を攻撃
することになるため、外形的に見れば、集団的自衛権の行
使と解釈されても仕方のない行動であることが指摘された
上で、２０１６年３月の新安保法制法の施行後、武器等防
護の警護命令が、２０１７年に２件、２０１８年に１６件、
２０１９年に１４件、２０２０年に２５件、合計５７件発
令されており、明らかに増加傾向にあること、これについ
て日本が米国にとって大変有用な国になったと米国から評
価され、米国の対中戦略を支えていることが指摘されまし
た。

そして、半田証人は、こうした自衛隊の装備、訓練及び
行動の変容をもたらしたのが新安保法制であり、新安保法
制は抑止力の向上を大義名分とするものであるが、抑止が
破られる可能性は常にあるということを認識する必要があ
り、新安保法制の本質は、専守防衛を踏み越え米軍との軍
事的一体化を推し進めるもの、つまり、抑止を強める一方
で自衛隊が米軍と共に軍事行動に踏み切（らざるを得なく
な）る可能性を増大・実現させるものであって、その軍事
行動には、日本周辺で行われるものだけでなく、米軍が関
わる限り世界中での軍事行動が含まれることを指摘しまし
た。このような形での抑止が破れることはすなわち戦争
になることであることを明確に認識しておく必要がありま
す。

さらに、半田証人は、集団的自衛権行使等が行われて
我が国が戦争状態となることが現実に想定される場面
として、台湾有事について証言しました。具体的には、
２０２１年３月の米上院軍事委員会におけるインド太平洋
軍の司令官及び次期司令官の発言や、２０２０年５月に中
国の李克強首相が全国人民代表大会（全人代）で行った政
府活動報告の中で、台湾の「再統一」についてこれまで通
例として付与してきた「平和的」という文言が初めて削除
されたことを引きつつ、また中国の過去３０年の軍事力強
化とその発端となった１９９６年の台湾総統選挙の際の中
国の軍事演習とそれに対する米国の空母派遣に遡りつつ、
中国は軍の現代化を進め、２０２７年にはそれが完了する
見通しであり、ＩＮＦ条約に加盟していなかったため中距
離弾道ミサイルを１２５０発保有していること、他方米軍
は軍の現代化が遅れており、ＩＮＦ条約に加盟していたた
め中距離弾道ミサイルを全く保有しておらず、現在軍の現
代化を推し進めているが２０２７年までには完了しないこ
と、２０２７年より後になると現代化のレベルにおいて中
国軍と米軍の差は縮まることが予想されるから、中国が悲
願である台湾の併合を達成するためにことを起こす、つま
り台湾有事が発生するのは２０２７年かそれより前となる
可能性が非常に高いこと、そしてその際には米国は介入す
る姿勢であることを明らかにしました。

そして、半田証人は、台湾の位置と沖縄本島には陸海空
海兵隊の米４軍の基地と陸海空の自衛隊が配備されている
ことから、台湾有事は日本の平和と安全に重要な影響を与
える事態となることを指摘し、戦端が開かれれば、新安保
法制法に基づいて重要影響事態が発動され、自衛隊の米軍
に対する後方支援が始まり、米軍が攻撃を受けまたは戦力
が損耗すれば存立危機事態が発動され、自衛隊が米軍と共
に武器を取って中国軍と戦うことになり、やがて戦火は南
西諸島全体に広がり、武力攻撃対処事態つまり日本有事に
至る、あるいは、後方支援の段階で、自衛隊の行動が米軍
の武力行使と一体化していると中国側にみなされ、日本が
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中国から攻撃を受けて武力攻撃対処事態つまり日本有事に
至ることも考えられることを述べました。日本が武力を行
使する、あるいは日本に対して武力が行使されるというこ
とは、すなわち、日本が戦争状態となるということです。
ひとたび戦争になれば、攻撃目標は軍事施設にとどまるこ
となく、人々が暮らす生活圏にまで広がり、日本列島全体
が灰塵に帰しかねないことは、太平洋戦争の歴史が教える
ところであると、半田証人は陳述書（甲Ｂ１０３）で指摘
しています。

また、半田証人は、新安保法制が制定される前であれば、
台湾有事が起きた場合でも、日本の関わり方はこれとは全
く違うものであり、日本有事にはつながらなかったはずだ
という重要な指摘をしました。新安保法制が制定される前
は、我が国は、自衛隊の装備や活動を専守防衛の枠内で説
明できる範囲にとどめてきましたから、日本はこの有事に
はほとんど関わることはできず、日本の行動は、憲法の枠
内で説明できるように制限した周辺事態法の定めに従い、
米軍の後方支援にとどまることになったと考えられ、その
ような場合において、中国が我が国にある米軍基地や我が
国にある自衛隊の基地を攻撃してくる可能性は現実的には
想定しがたい、周辺事態法で可能とされていた後方支援は、
米軍の武力行使と一体化しないような支援にとどめられて
おり、外形的にも日米が軍事的に一体化しているとは見ら
れず、中国軍が日本を攻撃する理由にはならなかったとい
うことです。ところが、新安保法制によって、我が国の軍
事力・軍事行動が米国の軍事力・軍事行動と一体化するこ
ととなって、ことが起きた場合、我が国の在日米軍基地の
みならず自衛隊の基地も中国からの攻撃を受けかねない状
況になっているのです。

なお、この台湾有事について、尋問の際に裁判長から補
充尋問がありました。その際、裁判長は、「安保関連法制
によってもたらされる具体的危険についてという書面」に
ついて質問されましたが（証人調書２３ページ）、半田証
人は、裁判長が念頭に置いて質問した書面は、当日の証人
尋問で証人が主に言及した２０２１（令和３）年４月１９
日付けの陳述書（甲Ｂ１０３）のことと理解して答えたた
め、やり取りが一部かみ合わないものになってしまってい
ました。半田証人は、証人調書を確認して、文書の表題や
裁判長の質問で引用されていた言葉から、裁判長が念頭に
置いていたのが平成３０年１２月７日付けの「安保関連法
制によってもたらされる具体的な危険について」と題する
書面（甲Ｂ９６）であったことを認識するに至り、質問の
前提を正しく認識した上での自身の回答を提示する必要が
あると考え、補充陳述書（甲Ｂ１１５）を改めて提出しま
した。

裁判長が当日の尋問で触れられた甲Ｂ１０３号証の意見
書は、半田証人が、２０１９年６月に前橋地方裁判所で証
人尋問を受けるに当たって提出したものであり、当時は、
台湾有事が６年以内に起こる蓋然性が高いという米インド
太平洋軍司令官の発言はなされていませんでしたから、当
時一番念頭に置いていたのは台湾有事かという裁判長の質
問に対する半田証人の答えは、「必ずしもそうではありま
せん。」というものになります。

但し、半田証人が補充陳述書で述べているとおり、半田
証人の証言のポイントは、新安保法制ができたことによっ
て法律上実施可能となった集団的自衛権行使、後方支援活
動の拡大、武器等防護（米艦防護）等のいずれについても、
実際に我が国が戦争に突入するきっかけになる危険性が非

常に高いものといわざるを得ず、新安保法制により、我が
国が戦争へと至る構造的・恒常的危険（自衛隊の装備や活
動が憲法の枠内の専守防衛の範囲にとどまっていたときに
は起こり得なかった危険）をはらむ結果になってしまった
ということです。新安保法制によって自衛隊の海外での軍
事的行動に対する制約が取り払われ、自衛隊が現実に集団
的自衛権の行使などを通じて米軍と一体化して行動できる
体制がとられるに至り、そのことが米国と、米国と対立す
る中国との緊張をいっそう高め、米中対立の激化がそのま
ま日本の安全保障上の危険に直結し、いざ米国と中国との
間で武力衝突が起きれば我が国も必然的にその軍事的衝突
に身を投じることになるという、安保法制の施行前にはあ
り得なかった構図ができてしまっているということなので
す。

米国の戦略や安全保障環境の変化に伴い、現実に武力衝
突が発生する可能性が高い地域や相手となる国は変わりま
すが、新安保法制の本質は我が国を米国と共に米国の敵と
戦うことができる（そして現実に戦う）国に変えることで
すから、米国と対立する国との関係次第で武力衝突に至る
相手国や地域が変化するのは当然です。

新安保法制施行後の我が国が、専守防衛の枠内での法制
を維持しようとしていたそれ以前には存在し得なかった戦
争の蓋然性（より正確に言えば、我が国が能動的に戦争に
身を投じる蓋然性）を、構造的・恒常的にはらむことに
なってしまったという半田証人の基本的認識は、現在と
２０１８年当時で何ら変わるものではなく、その後の事態
の推移は、２０１８年当時の半田証人の基本的認識のとお
りに起こってきたものであって、これが放置されるならば、
今後さらに危険な方向で事態が推移するであろうことを示
すものと半田証人は確信しています。

このように、台湾有事に日本が巻き込まれるシナリオは、
あくまで、新安保法制法がもたらした「国のかたち」の変
容、我が国が構造的・恒常的に戦争の危険（より正確に言
えば、我が国が能動的に戦争に身を投じる蓋然性）をはら
むことになってしまったことの影響が、その時々の米国の
戦略や安全保障環境に応じて現れたものであって、控訴人
らは、有事（すなわち武力行使ないし戦争）の現実の発生
や切迫を請求原因事実としているのではないことに注意が
必要です。控訴人らの主張は、７・１閣議決定及び新安保
法制法の制定により「国のかたち」が手続に重大な瑕疵を
帯びたまま根本的に変えられてしまい、我が国が構造的・
恒常的に戦争の危険（より正確に言えば、我が国が能動的
に戦争に身を投じる蓋然性）をはらむことになり（そのよ
うな構造的危険が自衛隊の装備、訓練、行動の変容に現れ
ているということになります。）、これにより平和的生存権、
人格権、憲法改正・決定権の侵害が発生したということで
すから、有事の現実の発生や切迫が請求原因事実となるも
のではありません（なお、本件における要件事実の構造に
ついては、追って改めて整理して裁判所に提示します。）。

原判決が、人格権についての判示において、「当審にお
ける口頭弁論終結時において、我が国が他国から武力行使
の対象とされているものとは認められず、客観的な意味で、
原告らの主張する戦争やテロ攻撃のおそれが切迫し、原告
らの生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生し
たものとは認め難い」「少なくとも、集団的自衛権の行使
等の対象となるべき特定の事象（米国による戦争等）が現
実に発生した段階で、初めて我が国を攻撃対象とする戦争
やテロ攻撃のおそれが切迫したか否かを検討し得るもので
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あり、当該事象が未だ発生していない現段階において、
原告らの生命、身体の安全が侵害される具体的危険が生
じたものと評価するに足りない」として原告らの主張を
退けたのは、この点についての理解を誤り、控訴人らが
戦争等の現実の発生または切迫を請求原因事実として主
張していると誤解ないし曲解したものであるといわざる
を得ず、不当なものです。このような原判決の論理ない
し危険と損害の捉え方は、例えば、医療事故によって感
染症に感染させられたが、その感染症は、感染から発症
までの期間（潜伏期間）が数年から長いケースだと数十
年と非常に大きな幅があり、従って老衰等で死亡するま
で発症しないケースもあるが、発症するとすぐに重篤化
して死亡する蓋然性が高いという特殊なものであったと
いう場合に、感染させられていても発症していなければ
患者には何らの損害もないというのと全く変わりありま
せん。このような結論が法的にも社会通念からも正当化
しがたいものであることは明らかでしょう。

重要なのは、新安保法制によって、我が国が構造的・
恒常的に戦争の危険（より正確に言えば、我が国が能動
的に戦争に身を投じる蓋然性）をはらむことになったと
いうこと（感染症の例になぞらえるならば感染の事実）と、
そのような構造的危険が自衛隊の装備、訓練、行動の変
容に既に現れているということです。このような観点か
らは、世界のどの地域でどの国を相手に我が国が武力行
使を行う蓋然性が高いか、その蓋然性がどの程度と評価
できるかといったことは、必ずしも本質的なことではあ
りません。新安保法制法の制定・施行後、米国の戦略や
安全保障環境に応じて自衛隊の装備、訓練、行動が変容
しており、「国のかたち」の変容は絵空事などでは到底な
いこと、そのような変容に応じて、集団的自衛権等が行
使されて我が国が戦争状態となる（武力行使の主体また
は客体となる）蓋然性が様々な形で立ち現れているとい
うことが肝要なのです。新安保法制は、米国が戦争に踏
み切ったとき、我が国が能動的に戦争に身を投じること
を余儀なくさせる仕組みにほかならないことを、今一度
強調しておきます。

今日の私の意見陳述でも、半田証人の証言で使われて
いた「国のかたち」という表現を何度か用いています。
この法的意味・位置づけについては改めて主張を整理し
ますが、ここでは、半田証人が、「国のかたち」を規定す
る要素は、政治、経済、文化など様々であるが、「国のか
たち」を規定する上で最も重要なもの（の一つ）は軍事力、
憲法に規定された軍事力であると指摘し、我が国は、新
安保法制より前は、自衛隊の装備や活動を専守防衛の枠
内で説明できる範囲にとどめてきたのであり、正に必要
最小限度の実力として自衛隊があったところ、法の支配
を破壊する憲法解釈の変更（７・１閣議決定）と新安保
法制の制定により、我が国は専守防衛を大きく踏み越え、
戦力不保持との関係で極めて重要な意味を持つ必要最小
限度という概念も無限定に拡大してしまった（半田証人
は、このことを「安全保障法制の制定により、自衛隊は
どこへでも派遣され、他国軍の防護はもちろん、海外に
おける武力行使まで可能になる。憲法改正を抜きにした

『国防軍』の誕生である。」（甲Ｂ１０５の５）と喝破して
います。）のであるから、外側から見た日本の「国のかたち」
は、大幅に変えられてしまったというほかないと指摘さ
れていることを確認しておきます。

半田証人は、３０年にわたる防衛省、自衛隊への取材

を通じて、自衛官という人たちは政府が示した憲法の解釈
を非常に忠実によく守り、また法律も意識した上で行動す
ることが分かったが、裏を返せば、憲法解釈を強引に変更
して一見明白に違憲の新安保法制法が作られてしまった現
在、自衛隊は、違憲の新安保法制法に基づいた行動を実際
とっているということだと証言されており、日本の「国の
かたち」は、単なる法制上の次元にとどまらず、現実に大
幅に変えられてしまったことになります。国の軍事力のあ
り方は、その国のかたちを規定する最も重要な要素（の一
つ）であり、世界的に見ても憲法で規定される事柄です。
半田証人が述べる我が国の自衛隊の政府の憲法解釈及び法
律を忠実に守ろうとするありようを踏まえれば、我が国に
おいて長年に亘って確立してきた憲法規範を破壊して軍事
力の新たなあり方を法律で定めることは、軍事に関する限
り、実質的な憲法の改変に等しいのであり、「国のかたち」
を変えてしまうものにほかならないのです。

裁判所におかれては、現に武力攻撃がなされたり切迫す
ることで控訴人らの生命・身体の危険が現存するかどうか
といった視点に拘泥し、それがなければ法的保護利益はな
いなどという皮相な極論に陥ることなく、新安保法制が「国
のかたち」を変えて戦争の構造的・恒常的な危険をもたら
したものであり、控訴人らの被害の主張の核心がこの「国
のかたち」の変容に基礎づけられるものであること、そし
てそのことの持つ深刻性に、正面から向き合っていただく
ことを強く希望いたします。

安保法制違憲訴訟の会
http://anpoiken.jp/


